
公示第７０号 

 

 

名古屋飛行場（県営名古屋空港）における航空機と陸地との間の

交通場所並びに貨物の積卸場所の指定について 

 

関税法第２４条第１項の規定により、「名古屋飛行場（県営名古屋空港）

における航空機と陸地との間の交通場所並びに貨物の積卸場所の指定につ

いて」（平成１７年２月１７日付け公示第７３号）の一部を下記のとおり改

正し、同法施行令第２２条第１項の規定により公告する。 

 

平成２９年３月２７日 

 

                   名古屋税関長 藤原 健朗 

 

記 

 

 

表中 

「 

」を 

 

 

交 通 場 所 及 び 積 卸 場 所 制    限 

交 

 

通 

 

場 

 

所 

１．県営名古屋空港ＣＩＱ検査場から出入国用出入口

を通り、１１、１４Ｃ、１４Ｄ、１４Ｅ、１５Ａ、

１５Ｂ及び１５Ｃの各スポットに駐機する航空機

に至る直近の通路 

出国する旅客及び乗組

員の交通に限る。 

２．１１、１４Ｃ、１４Ｄ、１４Ｅ、１５Ａ、１５Ｂ

及び１５Ｃの各スポットに駐機する航空機から直

近の通路で出入国用出入口を通り、県営名古屋空港

ＣＩＱ検査場に至る通路 

入国する旅客及び乗組

員の交通に限る。 

積 

卸 

場 

所 

１１、１４Ｃ、１４Ｄ、１４Ｅ、１５Ａ、１５Ｂ及

び１５Ｃの各スポット 
 



「 

 

」に 

改める。 

 

附 則 

この公示は、平成２９年３月３１日から施行する。 

 

 

 

交 通 場 所 及 び 積 卸 場 所 制    限 

交 

 

通 

 

場 

 

所 

１．名古屋飛行場（県営名古屋空港）ＣＩＱ検査場

から出入国用出入口を通り、１４Ｃ、１４Ｄ、１

４Ｅ、１５Ａ、１５Ｂ及び１５Ｃの各スポットに

駐機する航空機に至る直近の通路 

出国する旅客及び乗組

員の交通に限る。 

２．１４Ｃ、１４Ｄ、１４Ｅ、１５Ａ、１５Ｂ及び

１５Ｃの各スポットに駐機する航空機から直近

の通路で出入国用出入口を通り、名古屋飛行場

（県営名古屋空港）ＣＩＱ検査場に至る通路 

入国する旅客及び乗組

員の交通に限る。 

積 

卸 

場 

所 

１４Ｃ、１４Ｄ、１４Ｅ、１５Ａ、１５Ｂ及び１

５Ｃの各スポット 
 


